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公開可 

◎事業場におけるメンタルヘルス対策の強化に向けた議論を開始 

    ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 
3 月 29 日、厚生労働省に上記検討会が新たに設置された。関係職能団体および事

業所団体、産業保健に関わる専門職、研究者など、21 人が参画する。2015 年にスト

レスチェック制度が導入されて以降、取り組みが進んでいる一方でメンタル不調者は

未だ増加傾向にある。また、小規模事業場での取り組みが低調に推移している中で、

国の方針や労働政策審議会安全衛生分科会からの指摘を受け、対策の検証と必要な対

応について検討する。具体的には、集団分析・職場環境改善および従業者 50 人未満

小規模事業場でのストレスチェックの実施の義務化を目指す。初回会議では、本制度

が重要である一方で、分析・環境改善への取り組みは進んでおらず行っている場合で

も質的に差がある、具体的な効果が示されなければ小規模事業場で取り組みを進める

ことは難しいなどの意見が出された。今後月 1回程度の頻度で開催され夏頃を目処に

議論を集約する。本会からは中野常任理事が構成員として出席し、検討の方向性には

賛同しつつ、取り組みの強化や対象拡大にあたっては保健師などの専門職による支援

体制の強化が必須であることを述べていく予定である。（執筆：中野常任理事） 
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